
 

 

 

 

 

 

 

 

犯罪被害に遭い、数々の困難に直面する被害者が、一日でも早くもとの平穏な生活が 

取り戻せるように、電話相談や直接支援等で犯罪被害者を支援するボランティアの養成 

講座(入門講座)です。 

受講者を次のとおり募集します。 

  

応募資格の要件 

・ 20歳以上の方 

・ 犯罪被害者支援のボランティア活動を希望される方 

（広報啓発活動や犯罪被害者の支援活動などを目指していただける方） 

       ・センター内で審査を行います。 

聴講のみ希望の方は事前にご連絡ください。 

  

募集人員  20名程度（応募多数の場合、選考となります） 

締  切  令和３年９月 30日（木）  

費  用  １,000円 （教材・資料代等） 

開催日時・場所 及び 講義内容  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   応募方法 受講を希望される方は、 当センターＨＰ『ボランティア養成講座 お知らせ』より 

『養成講座申込書』をダウンロードして申込みをお願いいたします。申込書等を郵送することも 

可能ですので、氏名・住所・連絡先を、 TEL・FAX・メール いずれかの方法にてお知らせください。 

 

 

 

 

 開催日時 場 所 講 義 内 容 

1回目 
10月 17 日(日) 

10:00～15:00 

ハーモニー 

プラザ 

 

(松山市若草町

8-3） 

●犯罪被害者支援の意義・必要性・発展の経緯 

●犯罪被害者支援のための法律・各種制度や

司法における被害者支援 

●支援者の倫理 

●犯罪被害者を取り巻く状況を知る 

（被害者が受ける精神的影響等） 

●被害者のかかわり方・二次被害の防止・支援

者の二次受傷防止 

●支援団体の関連・役割・行政における被害者

支援・弁護士における被害者支援 

●被害者の声を聴く 等 

2 回目 
10 月 31日(日) 

10:00～15:00 

3 回目 
11月 14 日(日) 

10:00～15:00 

 

 

[事務局] 〒791-1114 愛媛県松山市井門町 544-4 
公益社団法人 被害者支援センターえひめ 

         火～土 10：00～16：00 
        TEL 089-905-0170 FAX 089-905-0160 
        メール info@shien-ehime.or.jp  

※新型コロナウイルス感染状況により、変更または中止

する場合がありますのでご了承ください。   状況は 

HP にて随時更新していきますので、ご確認ください。 

応募書類の送付・ 

お問合せは事務局 

まで、お願いいた

します。 


